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付
録シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
の
約
束
表
か
ら
除
外
さ
れ
る
社
会
事
業
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

１
　
次
に
掲
げ
る
者
の
た
め
の
法
定
監
督
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
宿
泊
施
設
の
提
供
を
伴
う
も
の
（
九
三
三
一
）

女
性
憲
章
（
第
三
百
五
十
三
章
）
第
百
六
十
部
に
基
づ
き
安
全
な
場
所
に
拘
留
さ
れ
て
い
る
女
子
（
九
三
三
一
二
）

児
童
及
び
年
少
者
法
（
第
三
十
八
章
）
第
八
部
に
基
づ
き
安
全
な
場
所
に
拘
留
さ
れ
て
い
る
児
童
（
九
三
三
一
二
）

児
童
及
び
年
少
者
法
（
第
三
十
八
章
）
第
四
十
四
部

に
基
づ
き
拘
留
所
に
拘
留
さ
れ
て
い
る
児
童
若
し
く
は
年
少

者
又
は
児
童
及
び
年
少
者
法
（
第
三
十
八
章
）
第
四
十
四
部

に
基
づ
き
許
可
さ
れ
た
学
校
（
注
）
に
保
釈
さ
れ
て
い

る
児
童
若
し
く
は
年
少
者
（
九
三
三
一
九
）

注
　
児
童
及
び
年
少
者
法
（
第
三
十
八
章
）
第
四
十
四
部

に
い
う
「
許
可
さ
れ
た
学
校
」
と
は
、
年
少
者
犯
罪
人
の
た
め
の
鑑
別

所
を
い
い
、
通
常
の
教
育
機
関
と
は
異
な
る
。
年
少
者
犯
罪
人
は
、
正
式
な
教
育
の
た
め
で
は
な
く
、
更
正
の
た
め
に
「
許
可
さ
れ

た
学
校
」
に
拘
留
さ
れ
る
。

児
童
及
び
年
少
者
法
（
第
三
十
八
章
）
第
四
十
九
部
（ ）
に
基
づ
き
、
法
定
監
督
の
た
め
、
許
可
さ
れ
た
学
校
へ
の
入
学

七
六
八



を
認
め
ら
れ
て
い
る
児
童
及
び
年
少
者
（
九
三
三
一
二
）

犯
罪
人
保
釈
法
（
第
二
百
五
十
二
章
）
第
十
二
部
に
基
づ
き
、
許
可
さ
れ
た
機
関
に
居
住
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
保

釈
さ
れ
て
い
る
者
（
九
三
三
一
九
）

２
　
次
に
掲
げ
る
者
の
た
め
の
法
定
監
督
サ
ー
ビ
ス
で
あ
っ
て
宿
泊
施
設
の
提
供
を
伴
わ
な
い
も
の
（
九
三
三
二
）

児
童
及
び
年
少
者
法
（
第
三
十
八
章
）
第
四
十
九
部
（ ）
に
基
づ
き
、
任
命
さ
れ
た
福
祉
員
の
監
督
の
下
に
置
か
れ
て
い

る
児
童
及
び
年
少
者
（
九
三
三
二
九
）

犯
罪
人
保
釈
法
（
第
二
百
五
十
二
章
）
第
五
部
に
基
づ
き
、
許
可
さ
れ
た
機
関
に
居
住
す
る
と
の
条
件
な
し
に
保
釈
さ

れ
て
い
る
者
（
九
三
三
二
九
）

七
六
九




